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自筆証書遺言書保管制度について 

今年７月、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。 
   今回は 2018 年の遺言書に関する法改正をおさらいしながら、自筆証書遺言書保管制度についてご紹介します！

 
                   

 

 

緊急事態宣言が解除された7月某日。家族で近所の王子動物園に行ってきました。 

3 歳の長男は、久しぶりの動物園で大はしゃぎ。 

入園して２０分は、動物を見て楽しんでいましたが、 

メリーゴーランドの遊具が目に飛び込むと乗り物に乗ることに夢中。 

結局、動物を見るよりも遊具で遊ぶ時間の方が長かったそんな一日でした。 

～法改正について～ 

【従来】自筆証書遺言書は自宅等で保管し、相続開始後には家庭裁判所に
て遺言書の検認手続きを受ける必要がありました。 

【改正】相続をめぐる紛争防止のため、一定の様式に従って作成された自
筆証書遺言書を法務局で保管する制度が創設されました！ 

URL:http://www.senoo.net/

facebook  https://www.facebook.com/hyogo.zeirishi 2020.8 
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自筆証書遺言書保管制度の概要 

① 遺言者本人が定められた様式に従って自筆証書遺言書を作成 

② 遺言者本人が法務局への保管の申請を法務局にて行う 

③ 法務局職員により民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的
な確認（全文。日付及び氏名の自書、押印の有無等）が行われる 

④ 遺言書の原本及びデータは法務局で長期間適正に管理される         

⑤ 相続開始後、相続人等は証明書の取得や遺言書の閲覧等が可能 

⑥ 家庭裁判所での検認が不要 

～注意点～ 

・保管の申請時や遺言書の閲覧時に手数料が必要 

・相続人等が遺言書情報証明書を取得 or 遺言書を閲覧した場合、そ
の他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨が通知される 

自筆証書遺言書保管制度についての Q＆A（参照：法務局 HP）                         

Q A 
① 法務局で遺言書の書き方を教えて

くれますか。 
① 遺言書の作成に関するご相談には一切応じて頂けません。 
→遺言書の作成や内容に不安がある場合は、ぜひ弊社へご相談下さい。 

② 保管の申請をした後に、遺言書の内
容を変更したい場合はどうすれば
よいですか。 

② 保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受けて、遺言書の内容を変更し
てから、再度保管の申請をしていただくことも可能です。 
その場合は改めて保管の申請の手数料がかかります。 

③ 保管申請を撤回した場合、その遺言
は無効になりますか。 

③ 保管の申請の撤回は、法務局（遺言書保管所）に遺言書を預けることをや
めることであり、その遺言の効力とは関係がありません。 

④ 家族（相続人）は法務局に保管され
ている遺言書を返却してもらうこ
とはできますか。 

④ 家族（相続人）であっても返却を受けることはできません。 
内容を確認するには、遺言書情報証明書の交付の請求又は遺言書の閲覧
を行う必要があります。 

⑤ 自筆証書遺言を作成したら必ず法
務局に預ける必要がありますか。 

⑤ 本制度は自筆証書遺言書について、法務局に保管するという選択肢を増
やすものであり、従来どおり自宅等で保管していただくことも可能です。 

 本制度の利用により、大切な遺言書を守ることができます。ご自身の大切な財産をご家族へ確実に託す方法の一つとし
て自筆証書遺言を検討される場合は、本制度の活用もぜひご検討ください。 

塚口支店：松本 次大 
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